
■使用料改定の考え方〇号」熊本市都市公園条例の一部改正について

■経緯議第〇〇号」熊本市都市公園条例の一部改正について

天守閣の内部公開を開始する令和3年（2021年）4月26日（月）をもって、以下のと
おり、熊本城公園の使用料を改定するもの。
※新型コロナウイルス感染症の状況に応じて改定日の設定を柔軟に行えるように施行日は規則に定めることとした。
※旧細川刑部邸は復旧中により当面公開出来ないため、「熊本城・旧細川刑部邸共通入園券」及び「熊本城・旧細
川刑部邸共通年間入園券」を熊本市旧細川刑部邸条例から削除する。

熊本市都市公園条例の一部改正について（補足説明資料）
■改正概要

【改正後（案）】【現行】

第〇〇号」熊本市都市公園条例の一部改正について

高校生以上
500円

（400円）

小・中学生
200円

（160円）
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小・中学生
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※取扱いなし

※（　　）の料金は30人以上の団体料金。通常料金の8割。

高校生以上
800円

（640円）

小・中学生
300円

（240円）

高校生以上 1,600円

小・中学生

※地震前に販売していた年間入園券の取扱いを再開。

※料金は地震前と同様に高校生以上の熊本城入園料の２倍相当。
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※（　　）の料金は30人以上の団体料金。通常料金の8割。

令和元年（2019年）第3回定例会において、「第5次行財政改革計画」に基づき、令和
元年10月の消費税率改定も踏まえた、「受益者負担の適正化」のための使用料の改定
に伴う関係条例改正議案議決。

※しかしながら、熊本城では、「天守閣フルオープンに伴う新たな警備・案内など人員配置等の検討及び所要額の
精査、将来の施設等の保全・撤去費用等の料金反映や利益の考え方の整理等を含め、令和3年度（2021年度）からの
料金改定を検討する（平成31年第1回定例会・経済委員会資料より）」こととし、このタイミングでの改定は行わず、
本議会で改定案を上程させていただいたもの。

(施行日：令和2年4月1日）

施設名 主な内容 主な改定額

動植物園 入園料 一般（高校生以上）　　  300円→500円

総合屋内プール

(アクアドーム)
プールの使用料 プール（一般1人/2ｈ）　500円→620円

水前寺野球場 野球場の使用料 野球場（1ｈにつき）　    800円→1,000円

【改定例】

〔参考：使用料における受益者負担の割合の目安〕①他施設の改定時にも使用した右表（参考：

使用料における受益者負担の割合の目安）を用いて、
熊本城を第2区分：必要となる行政コストを
受益者の負担とする施設と位置づけ。
②熊本城の維持管理のために必要となる人
件費（約3億円）、入園管理業務等委託料
（約5億円※警備、清掃、樹木管理等含む）、他電
気・水道や施設の維持管理等関連経費（約4
億円）等、合計約12億円を行政コストとし
て計算。
③②の行政コストと均衡する収入が見込め
る料金を改定案として策定（参考：試算表参照）。
※年間入園者数を地震前の3年間（平成25～27年度）平均
から約166万人と想定して計算。

入園料 収入 支出 収支 収入/支出

大人 750

小人 300

大人 800

小人 300
改定案 1,215 1,211 4 100.3%

　　　　年間収支　　（百万円）

参考 1,143 1,211 ▲ 68 94.4%

〔参考：試算表〕
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